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はじめに 

 

１．研究の目的 

我が国では、従来から規制改革や地方分権が大きな政策課題となっていた。中央政府が

強い権限を持ち、民間企業や地方を縛ることで、経済の発展や地方の自立が阻害されてき

たと見られたからである。これまで、臨時行政調査会（1981 年、土光敏夫会長）や行政改

革会議（1996 年、橋本龍太郎会長）などが組織され、規制改革・行政改革などに取り組ん

できた。 

また、地方分権改革では、地方分権推進委員会（1995 年、諸井虔委員長）、地方分権改革

推進委員会（2007 年、丹羽宇一郎委員長）が改革に取り組んできた。これまでの分権改革

で、1994 年のパイロット自治体制度（地方分権特例制度）など、地方自治体がイニシアテ

ィブをとって規制改革を進めるという实験的な試みも行われてきたが、中央省庁などの抵

抗もあり十分な成果を上げるには至らなかった。 

改革が停滞する状況に転機をもたらしたのが、2001 年に誕生した小泉純一郎政権であっ

た。小泉は、「民間でできることは民間で」、「地方でできることは地方で」をスローガンに

掲げ、構造改革を断行した。本研究では、小泉改革の成果の一つとして位置づけられる構

造改革特別区域（以下、特区）制度を取り上げる。特区は、2002 年 12 月の構造改革特別

区域法（以下、特区法）の施行によって誕生した。構造改革特別区域基本方針（以下、基

本方針）には、特区制度の導入によって实現すべき目標として、以下の２つが掲げられて

いる。 

「特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、十分な評価を通じ、全国的

な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を实現する」 

「地域の特性を顕在化し、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出、消費者・需要

家利益の増進等により、地域の活性化につなげる」 

この制度の特色は、全国一律の規制をある地域に限って特例的に緩和する、というとこ

ろにある。これは、従来の地方横並び主義を否定し、自治体間競争を促すという点で、画

期的な政策転換である。 

特区制度が成立してから現在までの約 5 年間で、984 件の特区が誕生した（2007 年 12

月現在）。岩手県遠野市の「日本のふるさと再生特区」、群馬県太田市の「太田外国語教育



特区」などは成功事例としてメディアでも盛んに取り上げられ、注目を集めた。 

このように、成功事例も多く知られる特区制度であるが、現在、制度の停滞が目立って

きている。制度の施行当初に比べ、提案件数・認定件数が大きく減尐しているのである。

この問題の背景には、提案の实現率が低迷したことで、自治体の間に特区制度に対する不

信感が広まったということがある。直近の第 15 回特区認定（2007 年 11 月）で誕生した特

区は 21 件にとどまり、第 1 回認定（2007 年 4、5 月）の 117 件を大きく下回っている。 

 このような停滞状態を是正すべく、07 年 3 月、特区法は 5 年の延長を柱に改正された1。

しかし、現在の特区制度の問題を抜本的に解決する法改正とはならず、現在も制度の停滞

は続いている。図１は、2003 年 4～5 月の第 1 回認定から、2007 年 11 月の第 15 回認定ま

での特区認定数の推移を表したものである。2005 年 11 月の第 9 次、2006 年 3 月の第 10

次認定で一時的に認定数が増加しているように見えるが、これは一度認められた特区が、

他の自治体によって後追い的に申請され、自動的に認定されるということが、この時期に

集中したために生じたものである。 この認定数の減尐は、特区制度の停滞を象徴的に示し

たデータである。 

 

 

図 1：特区認定数の推移（構造改革特区推進本部ホームページ「認定された構造改革特別区域

計画について（第 1 回～第 15 回）」2から作成） 

 

構造改革特区は、特定の地域に規制緩和を認めることで、規制に風穴を開けて自治体間

競争を促進させ、地域の、ひいては日本全体の活性化を促す画期的な制度のはずである。

それが今、十分に機能を発揮できていない状況にあるのは、極めて残念な事態である。本



研究では、特区制度を規制改革および地方分権の切り札として十分に機能を発揮させるた

めに、特区制度の停滞の原因を明らかにし、その解決策を探っていきたい。 

 

２．研究の概要 

 特区制度に関する代表的な先行研究には、（財）東京市政調査会による「構造改革特区と

国・地方関係に関する総合的研究」（2005 年度～2006 年度）、21 世紀政策研究所による一

連の研究3（2003 年度～2005 年度）などがある。 

 東京市政調査会の研究は、構造改革特区に関するほぼ唯一の体系的な研究であり、本研

究は 2007 年 6 月に、ぎょうせいから『検証 構造改革特区』として出版された。特区制度

の成立過程の变述、特区の提案・認定などのデータ分析、農業・港湾・福祉分野で認定さ

れた特区の事例分析を行っており、参考になる。また、特区に関する大規模な自治体アン

ケートも独自に实施しており、一次資料としての価値もある。 

 21 世紀政策研究所の研究は、研究主幹の辻田昌弘を中心に行われたものである。03 年度

から 05 年度の間に、3 つの論文と 4 つの報告書を公表し、全て 21 世紀政策研究所のウェ

ブサイト4に掲載している。最初に公表された「構造改革特区の可能性」という報告書は、

30 ページ近くにわたって、特区制度の理念、政策効果などを詳細に分析・紹介しており、

大変意欲的な内容になっている。また、辻田の論文は、日本商工経済研究所『商工ジャー

ナル』5、毎日新聞社『週刊エコノミスト』6に掲載され、他の研究に引用される機会も多い。

ただ、一連の研究は 05 年 9 月に公表された論文以降は行われておらず、最近の提案・認定

状況はフォローされていない。また、21 世紀政策研究所は日本経団連が設立したシンクタ

ンクであるということもあり、民間企業がいかに特区制度を活用するかという点に焦点が

当てられているため、中央・地方関係の分析はやや手薄になっている。 

 この二つの研究以外には、特区制度の導入を提唱した八代尚宏の論文7と、鈴木亘の論文8

が参考になる。八代の論文には、八代がいかなる意図を持って特区制度の導入を提唱した

のか、また、特区の政策効果などが詳細に記述されており、特区の理論的な背景を知るこ

とができる。鈴木の論文は、現状の特区の評価の問題点を指摘し、プログラム政策評価と

いう計量分析の手法を使って、新たな特区の政策評価方法を提言しようとするものである。 

 これらの先行研究と比較した際に、本研究のオリジナリティは、①特区制度に造詣の深

い人物へのヒアリングをベースとしている点、②最新のデータを用いている点にある。本

研究は、３章で構成される。まず、第 1 章では特区制度の成立過程、基本的枠組み、特区

の評価・特区法の改正を扱い、特区制度を概観する。次に第 2 章では、特区制度が低迷す

るの原因として、中央省庁および官僚の消極姿勢、第三者機関の人員不足およびガバナン

ス能力の欠如、特区制度の PR 態勢・提案支援体制の問題を取り上げる。最後に第 3 章では、

第 2 章で取り上げた問題点の解決策として、第三者機関、特区推進室、PR・提案支援体制

の改革を提言する。 

 今回ヒアリングを行ったのは、（社）行革国民会議事務局長・並河信乃氏（07 年 8 月、東



京都千代田区・行革国民会議事務所にて）、草加市役所市長付特命理事・中村卓氏（07 年 8

月および同年 10 月、埼玉県草加市・草加市役所にて）、関西大学政策創造学部教授・白石

真澄氏（07 年 8 月、東京都千代田区・関西大学東京センターにて）、旭リサーチセンター前

代表取締役会長・鈴木良男氏（07 年 11 月、東京都千代田区・旭リサーチセンターにて）の

四氏である（以下では四氏の敬称は略する。また、四氏の発言は【 】で引用する）。 

並河は、地方分権に長く携わり、民間の立場からさまざまな分権改革の提言を行ってき

た。特区制度の普及にもいち早く取り組み、「市区町村のイニシアティブによる地域経済・

社会の飛躍・活性化」を目的として、2003 年 8 月に市区町村の首長を会員とする「構造改

革特区推進会議」を組織し、現在までその事務局を務める。 

推進会議の主な活動は、特区の申請と实現のための理論作りや特区に関する市区町村間

の情報交換、特区制度の拡充・運用改善についての意見の集約、特区担当大臣推進室との

意見交換・協議である。これまでに、村上誠一郎・元規制改革担当大臣、中馬弘毅・元規

制改革担当大臣、八代尚宏・元構造改革特区評価委員会長、御園慎一郎・元地域再生推進

室副室長などとの意見交換を行ってきた。今回のヒアリングでは、民間の立場で特区制度

をサポートしてきた経験から、特区制度の現状をどう考えるかについて話を聞いた。 

中村は、草加市役所で特区の第一次提案募集から、特区提案に取り組み、これまでに 100

件近くの提案を行ってきた。学校の天井高規制の撤廃や、民間の駐車監視員による駐車違

反の取り締まりなど、草加市の特区提案が全国規模での規制緩和につながった例も数多く

ある。中村の活動实績は、草加市の外部でも注目されており、特区に関するパネルディス

カッションやセミナーなどにも招かれ、積極的に発言している。今回のヒアリングでは、

特区の提案を行ってきた立場から、省庁との交渉や内閣官房構造改革特区推進室（以下、

特区室）との接触を通して感じられたことについて聞いた。 

白石は、構造改革特別区域推進本部（以下、推進本部）に設置された特区評価委員会お

よび有識者会議の委員を務めた経験を持つ。現在も規制改革会議の委員として特区制度に

関わっており、規制改革を推進する立場から積極的に発言している。今回のヒアリングで

は、第三者機関の委員としての経験を持つ立場から、「内部」から見た特区制度の問題につ

いて意見を聞いた。 

 鈴木は、特区制度の導入が初めて議論された、内閣府の総合規制改革会議（2004 年 3 月

31 日終了、現・規制改革会議）で議長代理を務め、特区や市場化テストの導入を主導した

人物である。特区制度が誕生する前から政府レベルで議論を行ってきた経験から、制度の

成立過程などについて聞いた。 

 

第１章 特区制度の概観 

 

１．特区制度の成立過程 

 まず、特区制度の成立過程について見ていきたい。制度導入の議論が始まったのは 2002



年の初頭のことで、2001 年 4 月に構造改革の推進を旗印として誕生した小泉政権の目玉政

策として当初から注目されていた。政府の公式文書の中で「特区」という言葉が初めて登

場したのは、2002 年 3 月 12 日の総合規制改革会議・本会議の議事録である。当初は、「構

造改革特区」ではなく、「規制改革特区」として議題に上がっていた。この議事録では、総

合規制改革会議委員の「規制改革特区は、経済の活性化の目玉になる」、「規制改革特区は、

素晴らしいアイディアと思う。大いにご検討いただきたい」といった発言が見られ、その

期待の大きさが見て取れる。 

 当時、総合規制改革会議の委員を務めていた鈴木良男は、【総合規制改革会議で、特区の

議論を始めたのは八代（尚宏）さんだった】、【私が「官製市場」という言葉をつくり、官

製市場改革を進めた一方で、八代さんは特区で頑張っていた】と振り返る。八代は鈴木に

対して、【特区による規制改革は「一本釣り」で、官製市場改革による規制改革は「地引き

網」なんだ】と述べていたという。特区が、特定の規制を特定の地域に限って緩和すると

いう制度であるのに対して、官製市場改革は、公的関与の強い市場を一気に民間に開放す

るという役割を担っていた。その改革手法の違いを、八代は、「一本釣り」と「地引き網」

という言葉で表現したのだと考えられる。 

 この「規制改革特区」構想が「構造改革特区」という名前で初めて論じられたのが、2002

年 3 月 15 日の経済財政諮問会議である。この日、有識者議員が提出したペーパーで、「経

済活性化戦略の实施案」の一つとして、「構造改革特区」の導入が提言された。また、同年

4 月 24 日の経済財政諮問会議では、平沼赳夫経済産業大臣が「『規制改革特区』構想につい

て」、有識者議が「構造改革特区について」というペーパーを提出し、特区制度を提言して

いる。八代と平沼の特区構想では「規制改革特区」という名称が用いられていたが、諮問

会議の民間議員の提言では、小泉政権のキャッチフレーズである「構造改革」を用いて「構

造改革特区」という名称が使われ、最終的にこれが正式名称となった。 

これらの提案は、02 年 6 月 25 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針 2002」に盛り込まれ、「構造改革特区の導入等」として以下のように書き込まれた。 

 

「進展の遅い分野の規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進めるため、「構造改革

特区」の導入を図る。こうした地域限定の構造改革を行うことで、地域の特性が顕在化し

たり、特定地域に新たな産業が集積するなど、地域の活性化にもつながる。構造改革特区

については、多くの府省に関係する新たな手法の施策でもあり、内閣官房に推進のための

組織を設け、総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、地方公共団体の具体的な提案等を踏

まえて制度改革の内容等の具体化を推進する。」 

  

この基本方針を受けて、7 月 5 日に内閣官房に「構造改革特区推進室」が設置され、同

26 日に「構造改革特別区域推進本部」（本部長・内閣総理大臣）が発足する。そして、11

月 5 日に構造改革特別区域法案が閣議決定され、衆参両院での決議を経て、12 月 18 日に



公布・施行された。このように、特区制度の成立過程は、制度導入の議論が開始されてか

ら約 10 ヶ月で法律が成立するという、非常にスピーディーなものであった。並河は、この

プロセスを振り返り【日本の政策過程を考えると、特区制度の成立は、信じられないスピ

ードだった】と述べている。 

ここまでスムーズに特区制度が成立した背景には、小泉総理の強い指導力があった。小

泉は、構想が打ち出された当初から特区に関心を持ち、2002 年 10 月の首相所信表明演説

では「日本経済を活性化させる大きな柱として、構造改革特区を实現します」と述べ、制

度の成立を加速させた。また、小泉政権が掲げた「構造改革路線」が国民から高い支持を

受けていたことも、大きな助けになったと考えられる。 

 

２．特区制度の提案・認定プロセス 

 特区制度の提案から認定までのプロセスは、構造改革特別区域法と、同法第 3 条 4 項で

作成が定められている「構造改革特別区域基本方針」（2003 年 1 月閣議決定、2007 年 12

月一部変更）によって規定されている。 

 その手順は、①自治体・民間企業などの提案が特区推進室に集められ、②特区推進室が

各省庁にその提案をもとに規制所管省庁に検討要請を出し、③その検討要請を各省庁が提

案に対する措置を決定する。そして、④省庁から規制緩和を認める回答が出ると、⑤政府

による認定のプロセスへと進む。認定プロセスまで進めば、提案の内容などに不備があっ

たり、提案を取り下げない限り、特区として認定される。 

 まず、①と②の提案から検討要請までのプロセスについて説明する。提案は毎年 2 回受

け付けられ、自治体や民間事業者はもちろん、NPO や個人なども提案することができる。

基本方針によれば、特区提案は「内閣官房にて一元的に受け付け」られ、「受け付けた提案

については、内閣官房が提案者の意向をふまえ、他の制度所管部署と調整の上で担当部署

を決定し、内閣官房で検討するもの以外は、担当部署に送付する」とされる。 

 次に、③の各省庁の措置の決定に移る。省庁は提案を検討して、提案への対応を A～F に

大きく６分類し、その理由を付して提案主体に回答する。規制緩和が实現するのは、A（特

区として対応）か B（全国的に対応・地域再生など、その他の支援措置として対応）回答の

みである。それ以下の、C（特区として対応不可）、D（現行規定により対応可能）、E（規

制が存在せず提案は事实誤認）、F（提案の实現に向けて対応を検討・税財源措置が必要と

されるもので対応不可）回答の場合は、提案は退けられることになる。 

ここで注意しておきたいのは、省庁からの一次回答で A および B の回答が出ることはほ

とんどないということである（第 2 章 1 を参照）。直近の構造改革特区・第 12 次提案募集

（2007 年 10 月 15 日～11 月 14 日）では、206 件の提案があったが、各省庁からの一次回

答では、A 回答は 0 件で B 回答は 2 件に過ぎなかった。特区に対する省庁の消極姿勢を象

徴的に表す数字である。 

ただ、提案主体は省庁の回答に対して不明な点などがあった場合、再検討・再々検討要



請を行うことができる。この再検討・再々検討要請は、自治体や民間企業などが規制所管

省庁と直接交渉ができる貴重な機会であり、この交渉の過程で逆転で提案が認められるこ

ともある。構造改革特区・第 11 次および地域再生・第 5 次提案募集（2007 年 6 月 1 日～6

月 29 日）では、特区と地域再生を合わせて 400 件の提案があったが、各省庁からの一次回

答では、A 回答は 0 件で B 回答は 3 件だった。しかし、その後、提案主体の再検討・再々

検討要請を経て、最終的に A 回答が 1 件、B 回答は 21 件となった。提案主体が粘り強く交

渉を行うことがいかに重要かがわかるだろう。第 2 章 1 では、实際に草加市と総務省との

間で行われた特区をめぐる交渉の過程を紹介する。 

 最後に、④の特区認定のプロセスに関してであるが、省庁から A 回答（特区として实現）

を得た場合、提案主体は特区認定の申請を行うことになっている。認定のプロセス及び手

続きに関しては、特区法第 4 条によって以下のように定められている。 

 

「地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方

公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教

育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るため

の計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。」 

 

 提案が「誰でもできる」とされていたのに対し、認定の申請には地方公共団体が必ず関

与しなければならない。特区法第 4 条 8 項では、内閣総理大臣は、申請された特区計画を、

①基本方針に適合するか、②申請された特区計画の实施が特区に対して適切な経済的社会

的影響を及ぼすか、③円滑かつ確实に实施されるものであるか、という基準から検討し、

全ての基準を満たしていた場合、申請を認定することとされている。この段階を経て正式

に特区提案は特区として認定されることになる。また、認定申請に対して不認定という判

断が示された例はない。 

 これまでに、特区の提案募集は 12 回行われている（2007 年 12 月現在）。第 1 次提案募

集（2002 年 7 月 26 日～8 月 30 日）から、直近の第 12 次提案募集（2007 年 10 月 15 日～

11 月 14 日）までに、4475 件（自治体 2878 件、民間 1599 件）の提案が行われ、984 件の

特区が誕生した。 

 

３．特区制度の特徴 

特区制度の特徴は、特定地域に限り实験的に全国一律の規制を緩和する、というところ

にある。この制度が導入されたことによって、地方自治体や民間企業、ＮＰＯなどが規制

緩和の提案をすることができるようになった。また、特区提案をめぐり、提案主体が中央

省庁と直接交渉ができるということも画期的である。特区制度は、従来の中央集権的な中

央・地方関係を崩すきっかけになるとともに、民間企業がビジネスチャンスを求めて国と

交渉するという点で、国と民間企業との関係を変えるものでもあるのだ。 



自らの特性に合わせて特区制度の成立過程において主導的な役割を果たした八代尚宏は、

特区の目的に関して「規制改革の社会实験」、「地方分権化の实験場」、「地域振興と地域間

競争の促進」という 3 点を挙げている（八代[2005]239～240 ページ）。また、基本方針に

は、特区の基本理念として以下のことが書かれている。 

 

「特区制度は、『規制は全国一律でなければならない』という考え方から、『地域の特性に

応じた規制を認める』という考え方に転換を図り、地域の实態に合わせた規制改革を通じ

て、『官から民へ』、『国から地方へ』という構造改革を加速させるための突破口となるとと

もに、地域が自発性を持って規制の特例措置を活用することで地域の活性化を促進するも

のである。」 

 

ここに示されている「全国一律の規制から、地域の特性に応じた規制へ」という転換は、

規制改革と地方分権を推進する上で大きな意味を持つ。規制改革において、全国規模の規

制を緩和することは非常に難しい。規制が既得権の温床になっていることも多く、規制緩

和を進めるには既得権を持つ勢力との調整が不可欠となり、多大な政治的コストがかかる。 

この問題に対し、特区は、实験的に特定地域に限り規制を緩和することで、規制改革を

行っても弊害はなく、むしろ経済的なメリットがあることを示せるのである。まさにこれ

が「規制改革の社会实験」という機能である。これに加え、基本方針には、特区における

規制緩和で「特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開

を推進していくことを原則とする」ことが明記されており、特区での規制緩和を改革の一

里塚として、規制緩和の全国展開に繋がる可能性も高くなる。これこそ、特区が規制改革

の「突破口」と位置づけられる理由である。 

次に、八代のいう「地方分権化の实験場」という目的について見ていきたい。規制改革

によって、国の規制が緩和され地方の裁量が増えることになれば、それは实質的な地方分

権となり、特区による規制緩和は地方分権に直結する。 

また、並河は、特区制度導入の成果として、【今までは、中央省庁や代議士に陳情しなく

てはできなかったことが、どんなに小さい市町村でも正々堂々と中央省庁に政策要求がで

きるようになった】ことを挙げている。特区制度によって、規制緩和を巡って今まではあ

り得なかった中央省庁と市町村が直接交渉する機会が生まれ、制度的には全く平等な土俵

で議論が行われることになった。特区は、实質的な国から地方への権限の委譲を推進する

力に加え、わが国の中央集権的な中央・地方関係にくさびを打ち込む潜在力も持っている

といえよう。 

さらに、八代のいう「地域振興と地域間競争の促進」という目的に関連して、基本方針

は以下のように示されている。 

 

「地域においては、国があらかじめ何らかのモデルを示したり、従来型の財政措置による



支援措置を講ずることに期待するのではなく、『自助と自立の精神』を持って『知恵と工夫

の競争』を行うことにより、地域の特性に応じた特区構想を立案することが期待される。」 

 

 これは、従来型の国が補助金や規制によって地方をしばるという中央集権体制から、そ

れぞれの地域が中央から自立し、自らの特性を生かして「知恵と工夫の競争」を行ってい

くという地方分権体制への転換を示している。特区制度の導入によって、長らく我が国で

支配的だった、地方一律主義ではなく、「地域間競争による地域振興」という新たな価値が

地方行政に根付く可能性が出てきたのである。 

このように、特区導入の背景には、「規制改革の社会实験」、「地方分権化の实験場」、「地

域振興と地域間競争の促進」という非常に魅力的な目的がある。特区制度が規制改革の突

破口として機能すれば、規制・行政改革や地方分権が大きく前進する可能性が高い。 

 

４．特区の問題点 

 しかし、特区の現状を見ると、2003 年 6 月に募集された第 3 次提案以降、提案件数が大

きく減尐しており、特区制度は低迷を余儀なくされている。また、提案の中身・質も低下

も目立っている。すでに实現された規制改革を利用した「あと追い」的な提案が増加し、

世間の注目を集めるような大型の特区提案が出ていない。 

 まず、特区提案数の減尐という問題について見ていきたい。図 2 は、2002 年 7～8 月の

第 1 次特区提案募集から、2007 年 11 月の第 12 次特区提案募集における特区提案数の推移

を表したもの9である。2003 年 6 月に行われた第 3 次提案募集以降、提案件数の落ち込みが

顕著であり、直近の第 12 次提案募集で集まった提案は 206 件で、ピーク時の 651 件に比べ

て三分の一以下の数になっている。 



  

図 2：特区提案数の推移（構造改革特区推進本部ホームページ「構造改革特区の提案募集について」10か

ら作成） 

  

 また、いわゆる「後追い特区」の増加も大きな問題となっている。後追い特区とは、独

自に提案を行い各省庁と協議して特区の認定を受けるというプロセスを経ることなく、す

でに規制が緩和されている制度を利用して特区提案をするというものである。東京市政調

査会の調査によれば、第 4 回認定から第 11 回認定の間に、全特区計画に占める後追い特区

の比率が 9 割を下回ったことは一度しかない11（西尾[2007]57 ページ）。今年 7 月の第 14

回認定における認定件数は、制度導入以来過去最低の 20 件となり12、このうち認定第一号

となったのは愛知県競馬組合の「地方競馬ミニ場外特区」だけだった。 

特区のこのような現状に対して「特区は踊り場を迎えた」という指摘もされている13。た

だ、今回のヒアリングでは、中村は【踊り場というよりはダウンスロープ。このままでは

本当に厳しい】と述べ、並河は【もう一度「上がる」のであれば踊り場といって差し支え

ないが、現状を見ると、特区が浮上するような兆候は見られないのではないか】と指摘し

ている。特区の現状に対する両氏の見解は、非常に厳しいものである。 

 

第２章 特区制度が停滞した原因はどこにあるのか 



 中村と並河が指摘するように、特区制度の現在の停滞状況を、「踊り場」と呼ぶのは楽観

的すぎる。このまま状況が是正されなければ、制度の存在意義すら疑われるようになるだ

ろう。本章では、特区制度がなぜこのような状況に陥ってしまったのかということを明ら

かにしたい。 

１．改革に対する中央省庁の消極姿勢 

特区制度が、提案数・認定数の低下などに陥っている最大の原因は、中央省庁が特区に

よる規制改革に対して非常に消極的であるということである。図３は、第 1 次から第 11 次

の特区提案募集に対して出された特区提案に対する政府の対応の推移をまとめたものであ

る。提案受け入れを示す「特区として实施」、「全国的に实施」の件数が大幅に減尐してい

っていることがわかる。特に、「特区として实施」は、2004 年 10～11 月の第 6 次提案募集

以降、一桁の数字になっている。先ほども述べたとおり、2007 年 6 月の第 11 次提案募集

では、特区提案と地域再生提案を合わせて 400 件の提案が集まったが、そのうち特区とし

て認められたのはわずか 1 件だけだった。 

 

 

図 3：「特区として实施」、「全国で实施」の件数の推移（構造改革特区推進本部ホームページ「構

造改革特区の提案募集について」14から作成） 



 

省庁の消極姿勢を示す事例として、草加市が 2002 年の第 1 次提案募集で提出した「部長

職を特別職に」という特区提案をめぐる特区室と総務省との交渉過程を見ていきたい。こ

の提案の趣旨は、「現行法では認められていない、助役（特別職）と部局長の兼任を認め、

特別に部局長を役員（特別職＝助役）とする」というものであった。 

それに対する総務省の一次回答は、「市は成果主義を導入するため特別職の範囲を撤廃す

る必要があるとしているが、既に地方公務員法第 40 条に基づき勤務定を導入して成績主

義・能力主義を实現することは可能であり、特別職の範囲撤廃とは関係なく事实誤認であ

る」という内容の回答であった。 

この一次回答に対して、特区室からは、「地方自治体の提案では、任期の設定や幅広い人

材の登用などのために、部長職も特別職としたいとするものであるが、具体的に検討し、

回答されたい」との再検討要請がなされた。それに対する総務省の第二次回答は以下の通

りである。尐し長いが全て引用する。 

 

「特別職の場合、地方公務員法が適用されないことから、成績主義、厳格な服務規則、政

治と行政の分離等の地方公務員法の原則が法的に担保されず、弾力的な任用という名のも

とに自由任用が可能となり、任命権者との人間関係や政治的配慮による任用が行われる可

能性が高いことから、ラインの長である部長職には特別職は馴染まないものである。なお、

部長職において、一定の任期を定め、必要に応じて高度な能力を持つ人材を幅広く登用し

たいということであれば、本年 7 月に施行された、『地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律』に基づき、任期付き職員を部長職として採用することにより対応が可

能である。さらに、その職務と責任に基づく成果主義を導入したいとのことであるが、一

般職については、既に地方公務員法第 40 条に基づき勤務評定を導入して成績主義・能力主

義の实現が可能となっている。このように、特別職ではなく一般職であっても提案事項の

实現は可能である」 

 

というものだった。これに対して、さらに特区室から 

 

「自治体より、（1）部長職を任期の設定や幅広い人材の登用などのために特別職として任

用したい（2）任期付き職員採用制度は現職員に適用できるものではなく、また幹部職員の

職務に対する責任意識を高めることにつながり難い面があるとの意見が出されている。こ

れらを踏まえ、部長職を特別職とすることについては、任用基準の明確化等自治体が適切

な代替措置を設けたとしても实施できないか、再度検討し回答されたい。また、仮に現行

制度で対応が困難ということであれば、地方自治体の提案を踏まえ、特区として实現する

よう再度検討し回答されたい。」 

 



との再々検討要請が出された。そして、総務省からの再々検討要請に対する回答（最終回

答）は、「C-1（自治体等の要望を踏まえ、今後引き続き検討を要するもの）」となった。 

最初の草加市の提案から、事实誤認（E）という一次回答がなされ、特区室からの再検討

要請、総務省からの二次回答、さらに特区室からの再々検討要請が出され、最終回答でよ

うやく引き続き検討（C-1）となった。この後に、国の地方制度調査会で、副市長が部局長

を兼務することが認められ、草加市の提案が国の方針につながった。 

総務省が最終的に引き続き検討（C-1）となる提案に対して、一次回答で事实誤認（E）

という回答を行っていたという事实は重い。もし、交渉過程で特区室が再検討要請、再々

検討要請を行っていなければ、事实誤認として国の方針にもつながらずに埋没してしまっ

た可能性が高い。また、この交渉が第一次提案募集に行われたということも注目に値する。

特区室が再検討要請、再々検討要請を出して省庁に詰め寄れたのは、白石や中村が【選り

すぐりの人物が集まっていた】、【すごいパワーだった】と振り返る初期の推進室の体制だ

ったからではないか。 

 

２．特区室の官僚の改革意欲の低下 

このように、初期の特区室は、特区提案に対して消極的な省庁と粘り強く交渉をして、

省庁に回答を翻させるだけの力を持っていた。2002 年の 7 月 5 日に発足した特区室には、

13 人のスタッフが集まった。スタッフには特区の提案者の一人である経済産業省の官僚も

含まれていたが、全てのスタッフは出身官庁との併任で、本省の方を向きながら仕事をす

ることも多かったという（日経ビジネス[2003]39 ページ）。しかし、2002 年 9 月に鴻池祥

肇が特区担当大臣に就任してから状況は一変する。鴻池は、特区による規制改革に強い意

欲を示して特区室スタッフの人心を掌握し、自らも規制改革に抵抗する省庁の大臣に直談

判したり、族議員との直接交渉を行った。並河は、【特区制度を機能させる上で、トップに

立つ担当大臣は非常に重要だ。鴻池大臣は強い指導力を持った人物だった】として、特区

を担当する大臣の重要性を指摘している。  

 ただ、特区の担当となる規制改革担当大臣15は、特区とともに行政改革も担当するため、

投入できる労力や時間が大きく制限される。そのため、担当大臣が、鴻池のように特区室

の官僚をまとめ上げ、さらに他の閣僚や族議員とも交渉するという指導力を発揮すること

はかなり難しいと考えられる。 

現に、特区室の改革に対する意欲にも陰りが見えてきている。近年の A 回答、B 回答の

激減という状況は、推進室のパワーの低下を象徴的に示している。白石は、【特区室には入

れ替わり立ち替わりに新しい人たちが続々と入ってくる。初期の情熱を持った人たちは抜

けてしまい、特区の制度や理念を理解した人が出てもすぐに別の部署に移ったり本省に帰

ってしまう】と述べる。また、これが原因となり、【現在の特区室の官僚の多くは、表面的

には仕事をこなすが、裏では自分の省庁のために動いている】と指摘する。また中村も、

特区室の初期の体制について、【最初に特区室ができたときはすごいパワーだった。経済産



業省から出向した職員が多く、積極的に動いていた】と振り返る。 

他省から内閣官房の特区室に出向してくる官僚は、特区室で本省にとって不利となるよ

うな特区提案を通すと、本省に戻ったときに冷遇される可能性が高い。つまり、特区室で

頑張れば頑張るほど、本省での評価が下がる恐れがあるのである。そのような条件の下で、

官僚にしっかりと働くことを期待するのはあまりに楽観的だろう。 

３．第三者機関の権限の弱さ 

規制改革を行う上で、省庁の消極姿勢や特区室の官僚の改革意欲の低下といった問題は、

ある程度予測できるものである。そこで、改革に対する官僚の姿勢を監視し、改革を受け

入れさせる役割を担っているのが、第三者機関である。特区に関する第三者機関としては、

これまでに、評価委員会（2002 年 9 月～2007 年 5 月）、構造改革に関する有識者会議（2005

年 3 月～2006 年 7 月）、評価・調査委員会（2007 年 5 月～）が組織されが、これらの組織

は、期待されている役割をほとんど果たせていないという現状がある。 

（１）評価委員会 

評価委員会は、構造改革特別区域推進本部令という政令を根拠に設置された。この政令

によれば、委員会は、「構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の实施又はその实施の

促進状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置に

ついて、構造改革特別区域推進本部長に意見を述べる」とされている。2003 年 9 月から 2007

年 1 月までの間に、会合が 23 回（議事録公開）、ヒアリングが 20 回（議事録公開）、非公

開打ち合わせが 9 回開かれた。また、評価委員会の下に、専門部会として、医療・福祉・

労働部会、教育部会、地域・産業・環境部会、エネルギー・安全部会が組織され、それぞ

れ 8 回から 13 回の会合（議事録公開）が行われた。 

 2004 年 2 月 24 日閣議決定の基本方針によれば、委員会の役割は、①「規制の特例措置

を全国展開することによる効果等について独自の調査を行い、規制所管省庁の長からの報

告を踏まえ、弊害の発生について検証し、特段の問題が生じているか否かについて評価す

ること」と、②「特区で实施されていない又は实施の尐ない規制の特例措置について、そ

の用件、手続きが過剰なものになっていないか等の観点で評価し、規制の特例措置の是正

等のための意見を本部長に提出する」ことである。ただ、②の調査に関しては、「総務省行

政評価局の機能を活用する」とされており、「構造改革特別区域推進本部評価委員会依頼調

査」というかたちで総務省行政評価局が調査を行い、半期ごとに「規制の特例措置の实施

状況に関する調査結果報告書」を公表していた。 

 評価委員会が 2007 年 1 月 16 日に公表した「特区において講じられた規制の特例措置の

あり方に関する評価意見―平成 18 年度 下半期分」によれば、評価委員会は 6 期 129 回（評

価委員会 52 回、専門部会 77 回）に渡る検討によって、87 件の特例措置を評価し、72 件に

ついて全国展開すべきとの意見をまとめた。評価委員会が 100 回を超える会合、ヒアリン

グを開き、評価・検討した 87 件のうち 72 件という非常に高い割合で「全国評価すべき」

という結論を出したことは評価に値する。しかし、その評価手法や、検討内容が特区の全



国展開に偏ったことに対しては批判も向けられている16。 

（２）有識者会議 

 構造改革に関する有識者会議は、2005 年 3 月 31 日に公表された「構造改革特区に関す

る有識者会議」という推進本部長決定を設置根拠としている。有識者会議が設置された目

的は、重要かつ魅力的な特区提案が实現しない事例が数多く出たため、それらの提案の掘

り起こしを行うためだと考えられる。推進本部が 2005 年 10 月 21 日に構造改革推進本部が

公表した「構造改革特区に関する有識者会議の意見に対する政府方針」には以下のことが

明記されている。 

 

「今後の構造改革特区の推進に当たっては、これまでの特区提案のうち实現しなかったも

のの中から重点的に検討する項目を選定し、その实現を図っていくため、特区において講

じられた規制の特例措置の評価の経験を踏まえ、有識者として構造改革特別区域推進本部

評価委員会の委員を参集し、意見の開陳を求めることとし、このために構造改革特区に関

する有識者会議を開催する」 

 

 ここで言われている「重点的に検討する項目の選定」に関しては、2005 年 3 月 25 日に

村上誠一郎規制改革担当大臣が、経済財政諮問会議で提出した「構造改革特区の改善策に

ついて」に詳細が記されている。これによれば、有識者会議は、「これまでに实現していな

い提案の中から、社会的、経済的に意味（ニーズ）があるもの」を選定し検討を行うとさ

れている。また、選定された重点検討項目の検討では、①「有識者会議において、関係者、

各省庁からのヒアリングを行う」こと、②「規制改革・民間開放推進会議の協力を得る。

具体的には、有識者会議のヒアリング等に、各県等項目の内容に応じて、規制改革・民間

開放推進会議委員の出席を求める」こと、③「有識者会議は、重点検討項目に係る意見を

とりまとめ、本部長に提出する」ことが定められている。 

 有識者会議は、2005 年 4 月 15 日から 2006 年 7 月 27 日までの間に、4 回の会合、18 回

のヒアリングを行った。重点検討項目の選定に関しては、第二回会合（2005 年 4 月 26 日）

で議論され、まず、「事前に委員にアンケートを採り、社会的・経済的に意味のあるもの、

地方分権の観点から重要なものなど、有識者会議で議論するにふさわしいと考えた 26 項目」

が座長試案として選ばれた17。その後、事務局の調査と各省庁・提案者へのヒアリングを経

て、第三回会合（6 月 8 日）までに、さらに 26 項目から 18 項目への絞り込みが行われて

いる。全ての会合とヒアリングが終了した後の 2006 年 8 月 11 日に、有識者会議は推進本

部に「規制所管省庁において今後検討を進めることとされた規制改革事項について」を提

出した。このペーパーの参考資料である「前回の有識者会議の意見（平成 17 年 9 月 30 日）

における検討結果」によれば、18 項目のうち、「特区対応」となったのは 2 件18、「全国に

おいて实施」となったのは 7 件19、「平成 17 年度中に措置」が 1 件20、「平成 17 年度中に結

論を得る」が 6 件21、その他の対応が 2 件22だった。 



 有識者会議の問題は、省庁によって「対応不可」とされたものから「社会的、経済的に

ニーズがあるもの」を 18 件しか検討できなかったという点にある。この背景には、検討す

べき項目の量に比べて、有識者会議のマンパワーが極めて尐なかったということがある。

有識者会議の検討範囲となったのは、第 1 次から第 5 次までの「対応不可」となって提案

で、その数は延べ 1065 項目に上る23。懇談会の委員だった白石は【有識者会議では、様々

な関係者に対し、長期間にわたってヒアリングを行うため、時間的なコストが大きかった。

18 件以上数を増やすのは困難だった】と振り返る。有識者会議が議論の遡上に載せた 18

件以外にも、1000 件を超える「対応不可」の中には、まだ多数の重要な提案が眠っている

と考えられる。有識者会議は、この残りの「重要提案」を今後どう掘り起こしていくかと

いう課題を残したまま活動を終えた。 

（３）評価・調査委員会 

 評価・調査委員会は、2007 年 5 月 21 日施行の構造改革特別区域推進本部令（平成 15 年

政令第 326 号）を根拠として設置された。調査・評価委員会は、評価委員会と有識者会議

の二つの機能を統合し、生まれた組織である。評価調査委員会の発足に伴い、評価委員会

と有識者会議は廃止された。 

 

評価・調査委員会に関して、基本方針は以下のように定めている。 

 

「これまでの評価委員会の機能を拡充し、平成１９年５月を目途に、構造改革特別区域推

進本部（以下「本部」という。）に、有識者からなる評価・調査委員会を新たに設置する。

この委員会では、規制の特例措置の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進

等に必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長（以下「本部長」という。）に意見

を述べるとともに、本部長の諮問に応じて新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革

の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議する。」 

 

 基本方針によれば、本部長が評価・調査委員会に諮問するものは、①内閣官房と関係省

庁との調整によっては实現しなかった提案のうち、経済的及び社会的に意義があり、専門

的知見を活用し、又は情勢の推移を踏まえて更に検討を深めることにより、新たに地域の

特性に応じた規制の特例措置を講ずることができる可能性があるもの、②提案のほか、他

の関係機関から特区において規制の特例措置を講ずべき事項について検討を要請されたも

の、である。また、評価・調査委員会の調査審議では、必要に応じて、地方公共団体等の

提案者及び関係省庁の双方から意見を聴取できることとされている。これらは主に有識者

会議の機能を引き継いだものだといえよう。 

 評価・調査委員会のメンバーは全10人で、旧評価委員会および有識者会議からは、5人の

メンバーが選ばれ24、委員長には樫谷隆夫が選任された。2007年5月29日に開かれた第1回

会合では、有識者会議が積み残した「省庁によって特区として対応不可とされたが、社会



的・経済的ニーズがあると見られる提案の掘り起こし」という作業に積極的に取り組むべ

きという意見も出された。しかし、有識者会議で見られたタスク量に対するマンパワーの

不足という問題は、評価・調査委員会でも是正されておらず、どれだけこの作業に取り組

めるのかという疑問は残る。 

 ここまで見てきた 3 つの第三者機関に共通する問題は、第一に、十分な権限が与えられ

ていないこと、第二に、第三者機関の事務局である特区室の抵抗には脆弱である、という

ことだ。 

 本来、第三者機関は中央省庁や特区室の官僚の改革に対する抵抗を監視し、統制する能

力を持たされているべきだ。特区制度における第三者機関は、評価委員会、有識者会議、

評価・調査委員会と改組されてきたが、その過程で十分な権限が付与されることはなかっ

た。 

 次に、第二の問題についてであるが、本章の第 2 節で触れているように、特区室の官僚

の多くは他省庁からの出向官僚であり、本省の意志に反する改革を阻止しようとする可能

性がある。3 つの機関の事務局は全て特区室であり、委員が使用するデータ・資料はほぼ全

て特区室が作成している。そのため、基本的に第三者機関の議論は、特区室の用意した土

俵の上で行われる。これは、特区室の官僚が本省に有利なデータ・資料を作成して、第三

者機関の議論を誘導することさえ可能であるということを意味する。また、鈴木亘が指摘

するように、評価委員会の評価指標には政策評価に関する専門的な指標が使われておらず、

「極めて実観性の乏しい指標で評価している事業が数多く見受けられる」ことにも注意が

必要である（鈴木[2004]147 ページ）。「実観性の乏しい指標」が用いられることで、事務局

の恣意的なデータ操作もより容易になる恐れがある。实際に評価委員会、有識者会議で委

員を務めた白石は、【事務局と委員の間には緊張的な関係があった。現在の体制では、特区

室のガバナンスに限界がある】と述べる。 

 

３．特区の PR 体制、提案支援体制の問題 

 次に、特区制度には、特区提案主体をサポートする魅力的な制度があるにも関わらず、

それが十分に生かされていないという問題を挙げることができる。 

まず、内閣官房と内閣府が共同で实施する、あじさいキャラバン・もみじキャラバンと

いうイベントについて見ていきたい。このイベントでは、年に 2 回設けられる、あじさい

月間（6 月）・もみじ月間（11 月）という規制改革要望の集中受付期間に先立ち、全国各地

で規制改革の制度説明会および規制改革提案・要望の個別相談会が行われる。イベントの

主な目的は、特区や地方再生計画といった規制改革に関わる制度を PR し、制度の利用を促

進することである。中央省庁が地方自治体と協力してこのようなイベントを組むというこ

とは稀なことで、このアイディアは高く評価できる。 

ただ、イベントの効果については疑問点も残る。キャラバンに同行し、地方の自治体関

係者と話した経験を持つ白石は、【キャラバンに来るのは、ある程度規制改革などに興味を



持っている人たちのはずだが、その彼らでさえ、特区に関する十分な知識を持っていなか

った。キャラバンに来ない人はなおさらだろう。現在の特区の PR は不十分だと思う】と述

べる。このキャラバンは規制改革の認知を広げる目玉イベントとして位置づけられている

が、特区や地方再生計画規制改革に興味を持った人しか参加しないため、PR の効果が限定

されてしまう。また实際に、近年の特区の提案数減尐に対して歯止めをかけられていない。 

特区エキスパートは、各都道府県に特区制度について相談を受ける特区制度の知識を持

った人材のことで、特区室と連携をとりながら、規制改革の提案などのサポートを行う役

割を担っている。また、出前コンサルタントは、自治体や民間事業者が、特区などの規制

改革に関する提案を行いたいがノウハウがないという場合に、要望があれば、内閣府が特

区担当の職員を派遣するという画期的な制度である。 

しかし、これらの制度に関しても十分な PR が行われておらず、活動の实態も公表されて

いないため、特区制度の PR や提案のサポートにどれほどの効果を上げているかは明らかで

ない。並河は、特区エキスパートについて、【市町村は必ずしも都道府県と良い関係を持っ

ているわけではなく、都道府県に頼りたくないと考える首長や役人も多い。そもそも、こ

の制度を認知していない自治体関係者も多いのではないか】と述べている。 

 このように、特区制度には、①省庁・官僚が改革に消極的である、②第三者機関の事務

局ガバナンス能力の欠如している、③特区制度の PR および提案支援体制に不備がある、と

いった問題がある。特区の提案数減尐といった現状は、これらの問題に起因するものだと

考えられる。次章では、特区制度を再活性化するために、これまでに指摘した問題をいか

に解決策すべきかということを検討していきたい。 

 

第３章 特区の再活性化のために 

 

１．これまでの改革提言  

 2002 年 12 月に施行された特区法は、2007 年 12 月を有効期限とする限時法であったた

め、この期限を延長するには、07 年中に改正法を成立させる必要だった。そして、特区法

の延長にあわせて、特区の現状の問題を同時に解決するために、抜本的な法改正を行おう

とする動きが出てきた。並河は、自身が事務局を務める「構造改革特区推進会議」で、「構

造改革特区制度の改善にむけて」という提言25を行い、特区制度の改正に際して、「特区制

度を地方分権推進の手段として位置づけること26」と、「短冊に細分化せず、プロジェクト

としての一体的な取り組みを行うこと27」を法に盛り込むよう提言した。また、東京市政調

査会も、特区法改正に向けての制度改善策として、「特区法の立法趣旨に沿った運用是正28」、

「特区法の目的への『地方分権の推進』の位置づけ29」、「評価委員会における評価の適正化

30」、「所管省庁からの回答を監視する仕組みの整備31」の 4 つを提言した32。 

これらの改革提言が出る中で、「構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が 2007 年 3

月に成立した。制度面の改正は以下の４点で、①定期的に新たな規制の特例措置に係る提



案を募集することを法定化、②認定申請期限を 2012 年 3 月 31 日まで延長、③関係行政機

関の長などは、特区計画に係る事業の实施に関して、事業が円滑かつ迅速に实施されるよ

う適切な配慮をすることを明記、④引き続き特区制度を推進するため、改正法施行後 5 年

以内の法の再見直し行うことを明記、というものである。 

並河は法には反映されなかったものの、「プロジェクトとしての一体的な取り組み」とい

う提言に関しては、基本方針には「プロジェクト型提案については、内閣官房が関係省庁

を一堂に集めて協議を实施するなどにより、『プロジェクト全体が实現するためにはどうす

ればいいか』という方向で検討する」というかたちで盛り込まれた。並河は、【この前の法

と基本方針の改正では、我々の言ったことをけっこう反映してもらうことができた】と述

べ、今回の改正に一定の評価を与えていた。 

これに対し、東京市政調査会の 4 つの提案は特区法・基本方針どちらにも反映されなか

った。東京市政調査会は、改正法案が衆参両院で可決された段階で、「本会が求めた、特区

法の目的への『地方分権の推進』の位置づけ取り入れられなかった。改正法を見る限りで

は、提案数の低迷、实現率の低下といった現在の特区制度の窮状に対し、抜本的な改善を

施そうとする方向をうかがうことはできない」（西尾[2007]333 ページ）という否定的な見

解を示している。 

並河の二つの提言は、どちらも的確なものだと考えられる。まず、特区制度を地方分権

の手段として法的に位置づけるという提言であるが、これは特区による権限委譲が地方分

権につながることが現实には明確であるにも関わらず、制度的には、特区法や基本方針な

どに「地方分権」という言葉が明記されていないという状況を是正するために重要なもの

だと考えられる。また、「提案を短冊化せずにプロジェクトとして一体として取り扱うこと」

も、従来は複数の規制にまたがる一つの特区提案が、規制の所管省庁ごとに細分化されて

扱われることで、当初の提案の狙いが失われてしまうということが多々あったため、この

問題の是正は必要なものだと考えられる。この提言が实際に基本方針に盛り込まれたこと

も、その重要性を示している。 

ただ、改正特区法に反映されなかった市政調査会の改革提言も、並河の改革提言と同様

に重要なものであった。特に、「所管省庁からの回答を監視する仕組みの整備」という改革

は、本研究の第三者機関改革と重なる部分もあり、新法に盛り込まれれば、現状の問題が

是正されていた可能性が高い。また、「特区法の目的への『地方分権の推進』の位置づけ」

も重要な指摘であり、特区による規制改革が地方分権につながるということを明示する効

果は大きなものだろう。なぜ、これらの提言が受け入れられなかったのかは明らかではな

いが、もし特区による規制改革を妨げる目的であるのならば、非常に重大な問題である。 

  

２．本研究での改革の提言 

 このように改正特区法は、一部の重要な改革提言が反映されずに成立したものであり、

第 2 章で見た特区の諸問題は未だに解消されずに残っている。そして、特区制度の停滞は



現在も是正されていない。特区制度が再活性化するためには、抜本的な制度改革が必要で

ある。 

（１）第三者機関改革 

すでに示したように構造改革特区が下火になった原因は、中央省庁や特区室の消極姿勢

にある。しかしこの問題は、規制改革においては常に想定されることである。特区制度の

創設の直後は、小泉政権の構造改革路線に対する国民の強い支持、特区担当大臣の強いリ

ーダーシップ、改革派の官僚が集まった事務局など、改革に関してプラスの要因が重なっ

たために、制度の運用が上手くいったにすぎなかった。特区による規制改革を推進するた

めには、時流や人材に改革の行方を左右されない、しっかりとした改革の基盤をつくる必

要ことが重要である。そのためには、まず、第三者機関の改革が必要だと考える。第２章

２項で触れたように、現在の第三者機関は多くの問題があり、特区制度を再活性化させる

ためにはその是正が不可欠である。そこで、第三者機関改革として、第一に、権限の強化、

第二に、組織の設置根拠の法定化、を提言したい。 

 第一の改革の目的は、第三者機関に、改革に抵抗する勢力に対する監視と統制の権限を

しっかりと与え、第三者機関の指導力を強化することである。特区制度においては、第三

者機関の任務は、もっぱら、認定された特区の評価や、特区をはじめとした規制改革に関

する調査・審議などに限られていた。しかし、第三者機関が果たすべき最も重要な役割は、

外部の目から、省庁や特区推進室といった組織、および制度の運用を監視し、その統制を

行うことであるはずだ。第三者機関が、監視・統制に関して明確な権限を持つことによっ

て、改革に消極的な官僚や政治家に対する圧力が働くだろう。 

 第三者機関に付与すべき権限としては、①改革に消極的な省庁を指導する権限、②特区

室の官僚の人事権、③特区の基本方針を作成・決定する権限などが考えられる。①は、自

治体と省庁との特区提案をめぐる交渉の過程で、省庁が自治体のアイディアを不可解な理

由で斥けたり、明らかに改革を妨げる対応をとった場合に、第三者機関が勧告や警告など

を発することができるという権限である。悪質な場合には、構造改革特区推進本部の本部

長である首相に報告し、省庁への処分を求めることもできるようにもすべきである。 

②の「特区室の官僚の人事権」を付与する目的は、本省の意向に従いがちな特区室の官

僚たちに、特区提案の实現に向けて積極的に活動するインセンティブを与えることである。

現在の制度では、特区室の官僚は、本省にとって不利となるような特区提案を通そうとす

れば、特区室から本省に戻ったときに冷遇される可能性が高い。特区室の官僚は、そのよ

うな事態を避けるために、特区室での職務をサボタージュするインセンティブをもってい

ると言える。第三者機関が、特区室の官僚の働きを評価し、その評価が本省での人事査定

に反映されるような仕組みをつくれば、特区室の官僚は特区提案が实現するように積極的

に動くことになるだろう。 

 ③の「特区の基本方針を作成・決定する権限」は以下のような点から重要な権限である

ということができる。基本方針は、特区法第３条第１項に基づき、特区に関する政府の施



策の方向性を示すものである。基本方針の記述によって、改革の方向性が決まると言って

も過言ではなく、特区制度の運用上、非常に重要なものである。現在、この基本方針の作

成は、特区室に委ねられている。特区室の官僚は、特区による規制改革に必ずしも積極的

ではなく、むしろ本省に配慮して特区提案の足を引っ張る可能性すらある。特区室に基本

方針の作成を委ねるというのは、改革を推進するためには望ましくない。そこで、今後は、

基本方針の作成権を第三者機関に与え、「いかに省庁に特区提案を認めさせるか」という観

点から基本方針を作成するべきだと考える。基本方針の作成を第三者機関に任せることに

関しては、並河も、【官民競争入札等監理委員会が基本方針を作成することで官僚および利

害関係者に強い指導力を発揮していることから、特区の第三者機関でもこの方式をとるべ

きだ】と述べ、積極的に評価している。 

次に第二の改革、「第三者機関の設置を法律で定める」について説明したい。これは第三

者機関の存在を法定化することで、官僚に対する第三者機関の影響力を強めることを目的

としている。これまでの第三者機関の設置根拠は、法律ではなく、政令や基本方針による

ものであったため、第三者機関は限られた指導力しか発揮できなかった。この問題に関し

て、鈴木は、【第三者機関の設置が、法律で定められているか否かで、官僚の対応がかなり

変わる。法律に設置根拠があれば、官僚に対する指導力が高まるのは間違いないだろう】

と述べ、第三者機関の法定化は、その権限を強化する上で重要だという見解を示している。

ちなみに、先ほど並河の発言で言及されていた、官民競争入札等監理委員会は、公共サー

ビス改革法によって設置が定められている。この委員会は、基本方針の作成権を持ち、さ

らに法律を設置根拠としているという点で、特区制度における第三者機関が目指すかたち

に近いと言える。 

（２）特区推進室改革 

第三者機関改革とともに重要になるのが、特区室の改革である。特区室は、第三者機関

の事務局となるだけでなく、特区提案をとりまとめ、省庁と提案主体との間に入って交渉

の仲介をしている。改革派の官僚が特区室に集まった初期の頃に、多くの特区提案が成立

したことからもわかるように、特区制度の運用において、特区室が果たす役割は非常に大

きい。そこで、特区室をうまく機能させるために、特区室の官僚を本省から切り離す必要

がある。そこで、①特区室の官僚と本省との関係を切り離す、②民間人を非常勤公務員と

して雇用して特区室に専従させる、という 2 つの改革を提言したい。 

①は、特区室の官僚の改革意欲を高める上で非常に重要な改革である。白石は、評価委

員会委員および有識者会議委員を務めていた当時、【他省から出向している特区室の官僚と

本省との関係に強い警戒感をもっていた】と語り、【事務局の官僚と本省との関係をいった

ん断ち切り、特区室の官僚が本省を向くことなく仕事をする態勢をつくるべきだ】と主張

する。この問題は、先ほどの第三者機関改革で提言した、「第三者機関に特区室の官僚の人

事権を与える」ことで、ある程度達成されると考えるが、さらに、特区室で積極的に活動

した官僚を特区室に専従させたり、改革意欲の高い官僚を特区室に一本釣りしたりできる



ように制度を整備する必要があると考える。 

②の改革の目的は、大きく分けて二つあり、第一は、特区室の改革意欲を高めることで

あり、第二がマンパワー不足の解消である。 

まず、第一の目的は、改革意欲を持ちにくい官僚に対して、省庁とのしがらみのない民

間の人材は改革を進めやすい。改革に積極的な民間の人材が特区室をリードすれば、初期

の特区室のように、改革に向かう雰囲気が生まれる可能性もある。 

次に、第二の目的は、第三者機関の弱点を補完する意味でも非常に重要である。特区は、

全ての省庁に関係する制度であり、特区提案の種類は多岐にわたる。当然、特区室や第三

者機関のタスクも非常に大きくなるが、そのタスク量に比べて、二つの組織のマンパワー

は非常に限られたものだった（この問題は第二章で詳述した）。第三者機関の委員を務めて

いた白石は、【評価委員会及び有識者会議の慢性的なマンパワー不足により、改革を推進す

る力はかなり限られたものになってしまった】と述べている。第三者機関の事務局を務め

る特区室の人員が増えれば、第三者機関もより積極的に活動できる可能性が高い。 

 

（３）PR 制度・提案支援制度改革の提言 

 現在、内閣官房および特区室は、あじさい・もみじキャラバン、特区エキスパート、特

区出前コンサルタントなど、アイディアに富んだ PR および提案支援の制度を持っているが、

その制度が有効に活用されているとは言い難い。 

あじさい・もみじキャラバンに同行した経験を持つ白石は【特区の制度理解は進んでい

ないと思う。キャラバンに来ている人の多くが、特区制度の知識をほとんど持っていなか

ったことに非常に驚いた】と述べる。また、並河は、特区エキスパートに関して、【特区エ

キスパートを利用したという話はほとんど聞いたことがない。活動实績も公表されておら

ず、实態がつかめない】と話す。さらに、特区出前コンサルタントに関して、中村は【そ

のような制度があることは知っていたが、利用しようと考えたことはない】と述べている。 

このように、ヒアリングでは現在の PR 制度・提案支援制度を評価する意見は聞かれなか

った。特区制度の普及や提案数の増加をはかるためにも、PR や提案支援の制度は重要であ

り、制度を変革し機能を強化する必要がある。そこで、特区の PR および提案支援（コンサ

ルティング）を民間に委託することを提言したい。 

現在、特区や地方再生計画など、自治体を対象とした規制改革のプログラムが乱立して

いる現状がある。そのため、自治体の改革の狙いを正確にくみ取り、どの制度を利用する

ことが望ましいかを助言する機能を強化する必要がある。また、特区制度の利用が低調に

なっているため、特区の周知を広めるための PR 機能の強化も急務となっている。 

これらの問題を解決するために、特区の PR および提案支援（コンサルティング）を民間

に委託すべきだと考える。民間企業が持つ PR およびコンサルティングに関するノウハウの

蓄積は、行政機関とは比べものにならない。行政による PR および提案支援制度が機能して

いない現状を大きく変えるためにも、民間の力を活用すべきだと考える。 



 

結びにかえて 

現在、特区制度は、5 年を経て制度疲労に陥り、本来の制度の目的である「規制改革の社

会实験」、「地方分権化の实験場」、「地域振興と地域間競争の促進」を果たせずにいる。本

研究では、その原因に、改革に対する省庁・官僚の消極姿勢、第三者機関のガバナンス能

力の欠如、PR 体制・提案支援体制の不備、という 3 つの問題があると指摘した。 

 この中でも、改革に対する省庁・官僚の消極姿勢の問題は、あらゆる規制改革に通底す

る問題である。本研究では、改革に消極的な省庁と官僚を抑えて改革を進めるためには、

第三者機関および事務局が、官僚に対して相対的に上位に立つべきだとの立場から提言を

行った。 

特区制度の停滞の研究のなかで浮き彫りになった、改革に対する中央省庁の消極姿勢や

第三者機関の権限の弱さという問題は、従来から行政改革で指摘された問題と軌を一にす

るものであった。それゆえ、ここで提言した第三者機関の機能強化や、その事務局である

特区室の改革は、そのまま行政改革・規制改革の問題解決手法に応用することが可能のは

ずである。同時に、これまで行政改革の流れのなかで提起されてきた、情報公開や政策評

価、政策の企画立案部門と实施部門の分離、PDCA サイクルといった制度や概念もまた、

特区制度の改革に活かされるはずである。 

構造改革特区の問題を、我が国の行政全般に通ずる問題として掘り下げていくことを本

研究の今後の課題としたい。 
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